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積
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し
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弁
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送
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す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
島
田
洋
一
君
提
出
原
状
回
復
費
用
を
積
み
立
て
な
い
太
陽
光
発
電
事
業
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
原
状
回
復
費
用
を
積
み
立
て
て
い
な
い
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
事
業
者
が
破
産
と
な
っ
た
場
合
、
破
産
管

財
人
の
も
と
で
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
「
対
策
」
に
つ
い

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
太
陽
光
発
電
事
業
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四
条
の
二
の
三
第

一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
太
陽
光
発
電
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
が
御
指
摘
の
「
破
産
」
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
者
か
ら
当
該
太
陽
光
発
電
事
業
を
承
継
し
た
者
等
が
当
該
太
陽
光
発
電
事
業
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
必

要
な
管
理
、
処
分
等
を
行
う
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
非
Ｆ
Ｉ
Ｔ
太
陽
光
発
電
所
の
実
数
」
に
つ
い
て
は
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
が
、
設
備
容
量
十
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
す
る
者
に
お
い
て
は
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利



 

２ 

 

用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
九
条
第
四
項
の
認
定
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
発
電
設
備
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
結
果
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
等
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
令
和
五
年

度
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
件
数
は
、
一
万
四
千
九
百
十
件
で
あ
る
。 


